
■消防署関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
危険物に関する届出
　危険物を貯蔵または取り扱う施設は、その数量により規制を受けるため所轄の消防署へ
   必要な届出を行う事。
ボイラー設置届
　ボイラーを設置する場合、「火を使用する設備等設置届出書」を所轄の消防署へ提出する事。

　設置手続き事例
■労働基準監督署
小型ボイラー設置報告書
　事業主は、小型ボイラーを設置したときは、遅滞なく、ボイラー及び圧力容器安全規則に
　より、「小型ボイラー設置報告書」を所轄の労働基準監督署長宛に提出する事。    
■ばい煙発生施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　大気汚染防止法または地方条例により、ばい煙発生施設または特定施設に指定されてい
　る施設は、「ばい煙発生施設届出書」または「特定施設設置届出書」を都道府県または
　所轄の保健所、市等へ提出する事。

・煙突（排気筒）は、排ガスによる人体やまわりの環境に有害な影響が出ないように正しく施工を行ってください。
・ボイラを安全に設置・ご使用いただくために、上記法令(条例)等を確認し、遵守のうえご使用ください。設置方法を誤りますと火災・一酸化炭素中毒等により、人・物
　に重大な影響を与えるおそれがあります。
・弊社に相談なく改造や修理を行うことは、安全に関して重大な影響を及ぼすおそれがあります。決して勝手な改造や修理は行わないでください。また、ボイラ
　の移動・転売・再使用の際には、弊社にご連絡ください。
・万一のガス漏れに備えて、ガス漏れ警報器の設置を推奨します。
・ガス漏れ警報器の設置は、ガス事業者若しくは販売事業者へお問い合わせください。

・商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
・より安全にご利用いただくために、感震器をお取り付けください。

印刷日'23年3月　PA035-01ME
本カタログの無断転載を禁止します。

プライム市場

https://www.miuraz.co.jp

平日夜間（17：30～8：00）・土曜・日曜・祝日専用

（2022年3月末時点）

2022年4月時点

■小型・簡易ボイラをご使用いただくに当たり、事業主様の責務として、法令を遵守した届出、設置、施工、使用の義務がございます。■設置、施工に当たっては、関係法令を遵守すると共に、
本装置の据付施工要領書に従い正しく施工してください。■関係法令は、消防法（火災予防条例を含む）、大気汚染防止法、労働安全衛生法、建築基準法、水質汚濁防止法、河川法、下水道
法、公害防止条例、水道法、液化石油ガス法等がございます。また、他にも各都道府県・市の条例等がございますので、所轄の監督官庁へご確認ください。■ボイラブロー水には、高アルカリ、
高温水、スラッジが含まれておりますので、適切な排水処理を行ってください。    
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詳しくは弊社担当者
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詳しくは弊社担当者へお問い合わせください。
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